
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 令和７年度北管内大型案内標識改修工事 

当初 

大型案内標識撤去 ５基 

大型案内標識設置 ６基 

 

変更 

大型案内標識撤去 ５基 

大型案内標識設置 ６基 

契約変更の理由 

 基礎撤去に伴う掘削時、掘削影響範囲内に支障となる暗渠があり、設置箇所を変更した。

また、掘削影響範囲内に巨石があり、処分の必要が生じた。 

その他、現地精査により、数量に変更が生じたため、変更する。 

 

 

 


